
第10章 ひとり親家庭への支援

（担当：役場 町民課 子ども係 ℡73－１０36）
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児童扶養手当

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり
親家庭の父又は母、又は父母に代わって養育している方に支給されます。

＜手続きに必要なもの＞
●印鑑 ●※健康保険証（世帯全員分） ●マイナンバー（世帯全員分）
●申請者の預金通帳 ●年金手帳
●転入された方は所得課税証明書
（状況によって、戸籍謄本が必要になる場合があります）

ひとり親家庭等医療費の助成

母子家庭の母または父子家庭の父、及び子どもの健康の保持を図るため、医療
費の一部を助成します。（※所得の制限があります。）

＜手続きに必要なもの＞
●印鑑
●※健康保険証
●マイナンバーを確認できる書類
●転入された方は所得と課税状況を証明する書類
●在学証明書等（１８歳以上２０歳未満で扶養されている方）

（担当：役場 保健推進課 保険給付係 ℡73－１340）

（担当：役場 町民課 社会福祉係 ℡73－１０38）

生活などの相談

ひとり親家庭等に対し関係機関と連携し、生活等の相談指導体制の充実や、
社会的自立に必要な情報を提供しますので、お気軽に担当係へご相談ください。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

ひとり親家庭等の経済的自立を支援するとともに、児童の福祉の増進のため、
北海道では貸付けをおこなっています。
貸付けにあたっては、審査がおこなわれますのでお早めに担当係へご相談ください。



― ３０ ―

就労支援（資格取得のための給付金）

＜自立支援教育訓練給付金＞
就職を目指して技能を身につけるため、雇用保険制度の教育訓練給付の指定
講座を受講した際に、受講料の一部を支給します。

＜高等職業訓練促進給付金＞
看護師等の資格を取得する際に、生活費の負担軽減を図るため支給します。

＜高等学校卒業程度認定試験合格支援事業＞
高卒認定試験合格のための講座を受講した際に、受講費用一部を支給します。

（担当：宗谷総合振興局 子ども子育て支援係 ℡33-2621）

福祉灯油の支給

豊富町では、ひとり親世帯、障害年金受給者がいる世帯、６５歳以上の高齢者世帯
で、世帯全員が非課税の世帯に、１５０㍑の給油券等を配布しています。

＜手続きに必要なもの＞
●世帯の代表者印鑑（代理申請の場合：代理の方の印鑑）
●児童扶養手当証書（ひとり親世帯）
●障害年金年金証書（障がい者世帯）

（担当：役場 町民課 社会福祉係 ℡73－１０38）


